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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１２月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 平成２８年４月９日 １４時２０分ごろ 

発生場所 宮崎県日向
ひゅうが

市細島
ほそしま

港南沖防波堤付近 

細島灯台から真方位０１３°２,４５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°２６.７′ 東経１３１°４１.５′） 

事故の概要 起重機船第五十三善徳
ぜんとく

丸は、載貨物の移動中、玉掛け補助者が第五

十三善徳
ぜんとく

丸の甲板と載貨物の間に右足先を挟まれて負傷した。 

事故調査の経過 平成２８年４月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

起重機船 第五十三善徳丸、約３,１７２トン 

 なし、有限会社善徳丸建設 

 ７３.００ｍ×３３.００ｍ×６.００ｍ、鋼 

 機関なし、平成９年２月２４日 

 乗組員等に関する情報 クレーン操縦士 男性 ３６歳 

労働安全衛生法による免許（移動式クレーン） 

交付年月日 平成１１年８月１２日 

玉掛け補助者Ａ 男性 ２１歳 

  玉掛け技能講習修了証 

  交付年月日 平成２７年８月３１日 

 死傷者等 重傷 １人（玉掛け補助者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、クレーン操縦士及び玉掛け補助者Ａほか３人が乗り、細島

港（外港地区）防波堤（南沖）築造工事において、平成２８年４月９

日１４時０５分ごろ、据付け工事の終わったケーソンから、‘工事用

機材を本船に積み込む作業’（以下「本件クレーン作業」という。）を

開始した。 

クレーン操縦士、玉掛け補助者Ａ等は、複信方式トランシーバ（５

人の同時通話が可能）（以下「トランシーバ」という。）を使用して連

絡を取り合っていた。 
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本船は、２回目の本件クレーン作業で、発電機（長さ約３.０ｍ、

幅約１.５ｍ、高さ約２.０ｍ、重量約３.８ｔ、以下「本件発電機」と

いう。）を、本船の甲板上に仮置きした。 

 クレーン操縦士は、仮置きした本件発電機を左舷側に約３ｍ移動さ

せる目的で、トランシーバで本件発電機を移動させる旨を玉掛け補助

者Ａ等に連絡し、玉掛け補助者Ａ等の応答を確認した後、クレーンで

本件発電機を約０.２ｍ吊
つ

り上げ、左舷側に最微速で旋回させた。 

 クレーン操縦士は、僅かにクレーンを旋回し過ぎて本件発電機が移

動先付近の鋼製架台（長さ約４ｍ、幅約４ｍ、高さ約０.８ｍ）に接

触するおそれが生じたので、本件発電機を一旦甲板上に降ろすことと

した。 

 玉掛け補助者Ａは、本件発電機に合わせて左舷側に移動中、本件発

電機が僅かに自転し始め、本件発電機の角と鋼製架台が接触するおそ

れがあったので、１４時１７分ごろ、本件発電機を静止させようと両

手で本件発電機を押さえたとき、右足先端部が降りてきた本件発電機

筐
きょう

体のフレーム（幅約９cm×高さ約１５cm）と甲板との間に挟まれ

た。 

 玉掛け補助者Ａは、鋼製先芯入りの安全靴を履いていたが、鋼製先

芯の後端部が本件発電機の重さで屈曲し、負傷した。 

 玉掛け補助者Ａは、工事関係者の車で病院へ搬送され、右第１趾
し

切

断及び圧
あつ

挫創
ざ そ う

、右第２趾挫創、右第３趾中
ちゅう

節
せつ

骨骨折と診断された。 

（付図１  事故発生状況図  参照） 

 その他の事項 

 

 本船は、全旋回式５５０tf吊り起重機船で、本事故発生時、クレー

ンのブーム先端部から本件発電機までの距離が約５０ｍであった。 

 本件クレーン作業は、船舶所有者が策定したケーソン据付け作業手

順書によって、職長（クレーン操縦士）、玉掛け責任者、合図者及び

作業員の４種に作業が分担され、その作業手順が示されていたが、ふ

だんからトランシーバを用いた指示及び応答が行われ、作業手順及び

作業分担が守られていなかった。 

 クレーン操縦士は、クレーン作業中、クレーンブームに設置された

カメラにより、本件発電機、玉掛け補助者Ａ等をモニタで監視しなが

らクレーンの操縦を行っていた。 

本件発電機は、上面中央部に吊上げ用アイプレートがあり、ワイヤ

ロープで吊られ、介添えロープ（吊り荷の姿勢制御等に使用するロー

プ）を取り付けられない状態で本件クレーン作業が行われていた。 

 クレーン操縦士は、本件発電機の角と鋼製架台が接触するおそれが

あり、焦っていたので、本件発電機を降ろす旨の連絡を玉掛け補助者

Ａ等に行っていなかった。 

 玉掛け補助者Ａは、玉掛け補助者としての経験年数が約３年、玉掛

け作業講習を受けてから約８か月であった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、細島港において、本件クレーン作業中、クレーン操縦士

が、本件発電機を一旦甲板上に降ろす際、玉掛け補助者Ａ等にその旨

を連絡せずに本件発電機を降ろし、また、玉掛け補助者Ａが、本件発

電機と甲板との間に右足先端部が入っていることに気付かなかったこ

とから、右足先端部が本件発電機と甲板との間に挟まれて負傷したも

のと考えられる。 

クレーン操縦士は、本件発電機の角と鋼製架台が接触するおそれが

あり、焦っていたことから本件発電機を降ろす際、玉掛け補助者Ａ等

に連絡をしなかったものと考えられる。 

玉掛け補助者Ａは、玉掛け補助者としての経験が浅く、また、本件

発電機に介添えロープが取り付けられていなかったことから、自転を

始めた本件発電機を両手で静止させようとした際、本件発電機と甲板

との間に右足先端部が入っていることに気付かなかったものと考えら

れる。 

本件クレーン作業が、ケーソン据付け作業手順書に従って行われて

いれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、細島港において、本件クレーン作業中、クレー

ン操縦士が、本件発電機を一旦甲板上に降ろす際、玉掛け補助者Ａ等

にその旨を連絡せずに本件発電機を降ろし、また、玉掛け補助者Ａ

が、本件発電機と甲板との間に右足先端部が入っていることに気付か

なかったため、右足先端部が本件発電機と甲板との間に挟まれたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、船舶所有者により次の事故防止対策が周知された。 

(1) 作業開始前の打合せでは、ホワイトボードを用いて具体的に作業

手順等を打ち合わせること。 

(2) クレーン操縦士は、必ず合図者の指示で操作を行うこと。 

(3) 吊り荷には、介添えロープをとること。 

(4) 吊り荷の下には立ち入らないこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・作業経験の浅い者には、ＫＹＴ*1等の事前教育及び安全体感教育*2

を行うことが望ましい。 

                             
*1 「ＫＹＴ（危険予知訓練）」とは、作業者が、作業に伴う事故や災害を未然に防ぐことを目的に、作業の前に

簡単なイラストを用いて、その作業に潜む危険を予想し、指摘しあう訓練をいう。 

*2 「安全体感教育」とは、実際に作業者が使用する機械等を用いて、労働災害を模擬的に実体験することで作

業に潜む危険に対する感受性を向上させる訓練をいう。 
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・作業手順書を遵守すること。 
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本件発電機筐体のフレーム 

（幅約９cm×高さ約１５cm） 

鋼製先芯の後端部 左舷側へ約３ｍ移動 

付図１ 事故発生状況図 

玉掛け補助者Ａ 

 

玉掛け責任者 

玉掛け補助者 

玉掛け補助者 

船首方 

本件発電機が自転した 


